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� はじめに

本稿は，日本の伝統的な村落社会を特徴付け

る「自治村落」との比較の視座から，ウズベキス

タンにおける地縁共同体「マハッラ」の性格を考

察することを課題とする。ウズベキスタン政府

は，独立以降，同国の伝統的な地縁共同体であ

るマハッラの復興を掲げ，その行政的利用を進

めてきた。マハッラの代表機関として住民たち

に「市民自治機関」，通称「マハッラ委員会」を組

織させ，そこに様々な行政的業務をある程度の

自由裁量とともに委託することによって，住民

たちに日々の生活を自ら統治させることを目指

している。それは，大きな方向性としては，現

在における「自治村落的」な単位の復興，創出を

目指した政策実験であるとみなせる。この意味

において，日本の村落社会でどのように「自治

村落」が成立し，機能してきたのかという歴史

的問題は，ウズベキスタンにおける現在の政策

的課題と密接なつながりを持っている。

「自治村落論」の本質は，村落組織の上部構造

のありかた，自治的機構の存在にある。マハッ

ラの上部構造を担うマハッラ委員会の成立とそ

の性格は，日本における「自治村落」の場合と同

様に，歴史的に，上部権力の統治・介入方法に

大きく依存してきた。一方で，現在のマハッラ

委員会の「公権力」的な権限や諸機能は，法的枠

組みや上部権力の権威に依拠する側面はあるも

のの，同時に，そこに居住する諸個人の活動に

よって日々再生産されているという側面があ

る。この意味で，上部権力の統治方法や介入の

ありかたが，その地域の村落社会に及ぼした影

響を考察する上でも，分析視角として，住民間

の共同関係（血縁，講，その他の社会的紐帯を

含む）が，構造化，組織化され，「自治村落」と

みなせるような諸要件を形成するに至るプロセ

スに注目する意義は大きいと思われる。本稿に

おいては，こうした村落内部の組織化の過程に

も注目しつつ，マハッラの性格を検討したい。

本稿の構成は以下の通りである。まず，第�
節において，齋藤（１９８９），大鎌（１９９４）に依拠し

つつ「自治村落論」の骨子を確認するとともに，

日本の村落とマハッラを比較するうえでの本稿

の分析視角を提示する。第�節では，ウズベキ

スタンのマハッラの歴史的，政治的背景を扱

う。元来，自治的性格を備えた居住単位であっ

たマハッラであったが，ソ連時代初期にマハッ

ラ委員会が設置され，現在では行政の末端単位

としの機能を担うまでに至った。その歴史的経

緯を各時代の上部権力の統治・介入の方法にも

注目しつつ振り返りたい。第�節以降は，筆者

自身のアンディジャン州における現地調査に基

づき，現在のマハッラの実態を検討する。第�
節では，調査地であるオフトバチェク・マハッ
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ラの基本的条件を扱う。とくに，血縁や慣習を

通した日常的な共同関係のありかたについて示

す。第�節では，マハッラの上部構造的組織と

してのマハッラ委員会に着目し，その構成員の

特性を分析する。焦点となるのは，�節で扱う

共同関係とこの上部構造との関係性である。構

成員間の重層的な社会関係が生み出す「構造」の

役割を，ネットワークの構造パラメータの推計

を通して検討する。最後に，議論を総括し，今

後の課題について述べる。

� 「自治村落論」

「自治村落（齋藤１９８９，大鎌１９９４）」とは，直

系家族によって構成される小農の社会において

成立した特有の村落社会を指す概念であり，日

本においては，近世の藩政村にその源流を辿る

ことができる。明治以降，現在まで弱体化しな

がらも存続し，現在では，「集落」，「部落」，

「大字」などと呼ばれその痕跡を残す。「自治村

落」の概念は，法的な枠組みとしての「行政単

位」とも，生産・生活における住民同士の互助

関係の累積としての「共同体」とも明確に区別さ

れる。各村落は，行政単位や共同体としての側

面を持ち合わせてはいたが，概念的により重要

なのは，上部構造としての自治機構を備えてい

た点である。それは，決して，形式的な枠組み

にとどまるものではなく，個々の構成員の意思

を超える「公権力」的な権限を，実質的に保持し

得ていた。具体的には，村寄り合いなどを通し

て行使される行政権や，村八分等に見られる司

法権，部落協議費などの財政，森，ため池，耕

地等を集落の財産として所有し，住民にのみそ

の利用権を与えるといった権限などの存在が挙

げられる。それらがまさに，自治村落と呼ぶに

ふさわしい要素を形作っていたのである。

「自治村落」としての上記の特質は，１７世紀

末までに形成された近世村落に源流を持つとさ

れる２）。近世初期の検地や「村切り」によってそ

の原型が形成され，以後，「村請け」による租税

の徴収や兵農分離等の封建体制下の統治方法に

影響を受けて維持・強化されてきた。この意味

で，自治村落としての性格は，上部権力の介

入・統治の歴史的経緯によって強く規定されて

きたといえる。「自治村落」が歴史性を重視した

概念であるとされる所以である。これとは対比

的に，「自治村落論」においては，生産や生活面

での「共同体」については，「超歴史的」な性格を

もつものとして位置付けられている（齋藤１９８９,

v ; 大鎌１９９４,２１等）。

藩権力などの上部権力と村落との関係を特徴

付けるのは，対抗と依存の関係であった。上部

権力は，村落の外側にあって村落を通じて住民

を支配する一方で，村落の内部体制に対して

は，基本的には不干渉であったとされる。これ

により一定の内部的自治を保持し得た村落は，

上部権力に対しては，租税徴収，共有地利用，

生活規制等の点で対峙することになる。一方

で，村落間の調停や新田開発等のインフラ整備

などにおいて，藩権力に依存する局面も多々

あった。例えば，入会林野にしても，藩権力が

区分と利用規制を行うことで，安定した入会慣

行が形成されていた。

「自治村落」は，封建制の解体後も，生産と生

活の担い手としての小農が残存する限り，その

生命を保つことになる。そして，その基盤が保

たれる限りにおいて，農村を巻き込んだ運動や

農民の組織的動員においては下からの支え役と

してその力を発揮してきた。齋藤（１９８９）の著作

を通しての一貫した主張は，戦前の小作争議や

農村協同組合運動などの農民運動が，自治村落

を基盤として展開されたという点にある。小作

争議については，資本主義の浸透等による外的

環境の変化・圧力に対する，村落（部落）組織の

維持機能の発現，小農の階層分解阻止運動で

２）無論，近世の村落も，中世の惣村・郷村におけ
る自治機能をかなり受け継いできた面はあると
考えられる。ここでは，あくまで，「自治村落
論」の重視する「自治村落」としての特質に着目
していることに留意されたい。

経 済 学 研 究 ６０－２1244（ ）
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あったという見方を提示する。それは，小作争

議を地主小作間の階級闘争と捉える従来の解釈

とは根本的に異なる論理である。また，戦前の

農村経済更正運動の重要な柱であった産業組合

拡充計画の展開が詳細に検討されている。農民

組織率の高さや事業規模の大きさの点で，日本

の農村協同組合の飛躍的な発展は，他の低開発

諸国と比較しても際立っている。政府の積極的

な政策や企業組織との関係も重要であったが，

成功のより基本的な要因は，農村協同組合，と

くにその中核となる信用事業等が，自治村落を

組織基盤として成立していた点にあったとす

る。また，大鎌（１９９４）は，模範村として高名で

あった秋田県の行政村である西目村を事例

に，１９１０年代以降の行政村の具体的な事業展

開の過程を検討した。そこで見出されたのは，

行政村の事業を下部組織として支える集落の機

能である。行政村としての西目村は，集落を通

じ住民を動員・組織していたのであり，村有林

経営，衛生，農業教育，インフラ整備などの行

政村としての諸事業も，集落を単位として執行

されていた。組織面においては，行政村と集落

を結ぶものとして，集落の代表による年番会議

が機能していたことが注目される。

以上のような「自治村落論」の大きな枠組みを

念頭においたうえで，本稿において，さらに問

いたいのは，村落の上部構造的機能，寄り合い

などに見られる「公権力」的な権限は，封建制の

解体後，行政単位としての地位を失いながら

も，何故このように長期にわたって機能し得た

のかという問題である。「自治村落」の生命力，

維持力を説明するうえで，過去に藩政村であっ

たという歴史的条件は，前提としては重要であ

ろう。また，構成単位としての小農が残存し，

組織的な小農維持機能が働いたという受動的な

解釈も成り立つかもしれない。ただし，「自治

村落」という制度的な均衡が維持されるに至っ

た村落社会の内生的なメカニズムについては今

一歩踏み込んで検討する余地があるように思わ

れる。そこに居住する諸個人にとっては，「自

治村落」という枠組みは，外生的に存在する与

件というよりは，日々の活動の中で形成・維持

してゆく具体的な組織・制度として存在してい

たはずである。このような集落の内在的論理に

対する問題意識は，必ずしも，大鎌（１９９４）が危

惧するような「具体性をそぎ落とした」方法論的

個人主義による経済学的解釈の導入に帰着する

問題（大鎌１９９４，１５-１７）とは言い切れないと思

われる。ここで指摘したいのは，村民間の共同

関係（血縁，講，その他の社会的紐帯を含む）

が，構造化，組織化され，「自治村落」としての

諸要件を形成・維持するに至るまでに，果たし

てどのような過程が必要となったのかという問

題である。この点について，まさに具体性を

持った分析がなされるべきであろうということ

に過ぎない。

自治村落としての村落組織と，生産や生活面

における住民同士の共同体的関係との関連性に

ついて，齋藤（１９８９）は，両者を概念的に区別し

たうえで，生産共同や生活共同は，直ちに自治

村落をもたらさないという点を強調する（齋藤

１９８９，２４３-２４７，３４１等）。そこでは，共同体的

側面は，構成員の生産と生活の外縁部分を結ん

でいるに過ぎないとの理解が示される。すなわ

ち，商品生産，貨幣経済がある程度浸透する

中，小農はある程度自律的な構成単位としての

基盤を有しており，小農の個別的な生産・生活

にとっては，生産共同，生活共同は，あくまで

補完的に位置付けられるということである。そ

の一方で，自治村落は，様々な分野における共

同体的関係を包摂しているのであって，村落に

おける共同体的関係性の存在は，農民運動や農

民組織化の成功の鍵となるという点も同時に指

摘されている。例えば，小作農率の高い村落

は，不在大地主が主要な土地所有者となってお

り，そのような村落では村民の相互扶助や相互

規制といった共同体的関係が弱いので，農村協

同組合は成立し難くなるといった指摘である

（齋藤１９８９，３３２-３３４）。ただし，両概念のつな

がりについては，歴史的条件に依存することを
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指摘する他は，それほど具体的な分析がなされ

ているわけではない。

一方，大鎌（１９９４）においては，自治村落とし

ての集落の上部構造的組織とそれを担う人物像

の分析を通して，この問題に関してより踏み込

んだ言及が見られる（大鎌１９９４，６章）。西目村

の成功要因の一つは，組織面において，行政村

と集落を橋渡しする年番会議がよく機能してい

たことであった。注目すべきは，この年番やそ

の他の村会議員などの集落を代表する役職の選

出においては，高額所得者や大地主であると

いった経済的なステータスのみならず，集落に

おける社会的，歴史的なステータスが反映され

ていたとの指摘である。とりわけ，本家分家関

係は意味を持っていたようであり，「総本家」の

地位にあるというだけで，零細層であるにもか

かわらず，役員を歴任する者さえいたという事

実が見出されている（大鎌１９９４，３４１）。集落内

における血縁関係を初めとする社会関係のあり

方は，集落における上部構造，組織化の過程に

おいても重要な役割を果たしていたといえそう

である。

この点に関連して，比較対象として豊かな示

唆を与えてくれるのが坂根（１９９６）による鹿児島

地方３）の村落社会の分析である。そこでは，鹿

児島地方の村落社会において，自治村落的な

「村」が弱い，あるいは「村」が未成立といった状

況が生み出された背景が，隠居分家や分割相続

といった鹿児島地方独特の家族や親族集団のあ

り方から説明されてゆく。隠居分家とは，子供

の結婚を機に両親が残りの家族を連れて別棟に

移り住み新世帯を形成するという慣行である

が，分離した世帯同士は，並列的，同格的とな

り，家名，家産，家業によって象徴されるよう

な家制度は未形成となった。家産が未形成とい

う点にも関連するが，そもそも土地を媒介した

社会関係が弱かったという点も指摘されてい

る。理由としては，開発フロンティアとしての

土地が存在していたことや，分割相続による農

家世帯の流動性，あるいは門割制度によって土

地の入れ替えが頻繁に行われていたことなど挙

げられる。こうした社会的，歴史的条件の下に

形成された鹿児島地方の村落は，村人を統合す

る力に欠けており，村方三役による自治も弱い

ものとなった４）。地方有力者による紛争調停の

数が，統計的にも極端に少ないといった点など

指摘されている。また，鹿児島地方における

「農家小組合」は，住民をまとめる中間組織の欠

如を補うものとして，上から創出されていった

のであり，官僚的な性格の強いものになったと

いう。

「自治村落論」が強調するように，上部権力の

統治・介入の歴史的経緯が，地域の農村社会構

造の性格規定において一定の方向性を与えてき

たということは疑いえない。しかし，類似した

介入であっても，それが単なる行政単位の創出

に終わらずに，「自治村落」的な村落社会の創出

につながるためには，村落社会の側にも一定の

条件が求められるものと考えられる。それらの

条件を探るためには，まず，地域における家族

や血縁関係のありかたを初めとして，住民同士

の共同活動の経験の蓄積，さらには，それらが

どのように構造化，組織化され，村落の上部構

造を形作っていたのか，あるいはそれを阻害し

ていたのかといった点から分析を開始すること

は有意義であろう。上部権力の統治や介入の方

法が，このような村落社会の内部構造に対して

どのように作用したのかという点まで立ち入っ

た議論をすることによって初めて，上部権力が

３）下記に述べるような分割相続の慣行は，大隅を
含む旧薩摩藩領全域に及ぶことが示唆されてい
る（坂根１９９６,９）。

４）もっとも，鹿児島地方においても，村落内の組
織化の構造が皆無であったというわけでは決し
てない。共同研究会（注１）の実施した鹿児島加
世田でのインタビュー調査においては，一軒の
名主と複数の分家（親戚とは限らない）で構成さ
れる数世帯の「門」という単位が，年貢徴収やユ
イの単位として，あるいは，共通の氏神を祀る
単位として機能していたことなどが議論され
た。
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農村社会構造の性格を規定する具体的なメカニ

ズムを析出することが可能となり，国際比較の

ための有用な視座が提供されることになるので

はなかろうか。本稿の以下では，まず，前半

に，上部権力の統治・介入の方法に注目しつつ

マハッラの歴史的経緯を振り返る。そのうえ

で，後半に，アンディジャン州の具体的な事例

を扱い，上記の視点を取り入れてマハッラの内

部構造について検討する。

� ウズベキスタンのマハッラ

１．前近代のマハッラ

「マハッラ」とは，本来，中東・中央ユーラシ

アのムスリム地域に見られる居住に基づいた小

規模な社会単位の呼び名である。独立後のウズ

ベキスタンにおいては，前近代からマハッラで

あったもの，ソヴィエト期や独立後に新たにマ

ハッラとなったもの，都市の新市街などの居住

区を含めて全てマハッラと呼ばれるようになっ

た。現在においては，全ての居住区に「市民自

治機関」，通称「マハッラ委員会」がおかれ，最

小の行政単位としての機能を担っている。

歴史的には，ウズベキスタンのマハッラは，

ハン国，帝政ロシア，ソ連邦構成共和国，独立

国家と，様々な政治体制による支配を経験して

きた。基本的な認識として，日本の幕藩体制等

と比較すれば，ハン国の支配力，及びその領域

は，行政技術の発達の度合い，常備軍の規模，

あるいは，遊牧部族集団の移動性を考えるとか

なり限られていたということを指摘できる。上

部権力，つまり支配層は，封建制による分封に

おいて，統治能力の不足を補うために，住民自

身による管理，行政補助に頼らざるを得ない側

面があった。これは，後にこの地域を植民地化

する帝政ロシア，あるいはソヴィエト勢力など

の支配層にとっても概ね当てはまる。そのた

め，マハッラのような土着のコミュニティは必

然的に自治的な性格を有することになったと考

えられる。こうした状況下で，伝統的なマハッ

ラを行政的に利用する試みが，歴史的に繰り返

し企図されてきた。

１９世紀後半には，この地域に帝政ロシアが

進出する。ロシア人支配下においては，学術的

研究と並行して，植民地官吏や軍政官による都

市調査が積極的に行われていた。しかし，現地

人に対しての地方行政を行うにあたっては，財

源や人員が不足しており，積極的な介入政策は

採られなかった。代わりに，伝統的なコミュニ

ティの長に，支配を底辺から支えることが期待

された。例えば，当時のトルキスタン総督の行

政文書（１８６７年「セミレーチェ州・スルハンダ

リヤ州統治臨時規程」，１８８６年「トルキスタン

地方統治規程」）においては，軍知事が各地区に

分けたうえで，住民に指導者としてのオクソコ

ル（白髭，長老）を選出させ，その地区の管理は

基本的にオクソコルに一任する旨が記されてい

た（須田２００４等）。都市は一定の自治を確保し

ていたのであり，都市の指導者たちはしばしば

支配者に対する反乱を起こすこともあった。ま

た，タシケント，サマルカンド，アンディジャ

ンなどの都市においては，旧市街の外に新市街

が建設され，ロシア人と現地人の生活は完全に

分離していた。植民地権力は，帝政支配の利害

に直接関わらない限り，現地人の一般的な生活

の細部まで介入する動機を持たなかったと考え

られる。

革命前のマハッラの様子について触れておこ

う。ブハラは，周知のように中央アジアの大都

市であったが，１９世紀後半から２０世紀初頭に

かけてのブハラにおける都市生活の実態につい

てはよく知られている（Sukhareva１９７６，小松

１９７８，樋渡２００８７２-７４等を参照）。当時，ブハ

ラには，平均３００人程度のマハッラ（グザル）が

２００を超えて存在していた。マハッラの制度的

な特徴としては，オクソコル（白髭，長老）を中

心とした自治的な制度を備えていたという点が

挙げられる。オクソコルは，裕福な名士や長老

達による選考会議によって選出され，コディ

（都市における最高裁判官）によって任命され
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た。小売業，中堅の商人などが選ばれていたよ

うである。選出されるのは，地域で尊敬や信頼

を集める者達であったが，過度に裕福，社会的

地位が高すぎるとプライドが高く役目が果たせ

ないので避けられたとの指摘もある（Suk-

hareva１９７６,３３）。オクソコルは，対外的には地

区の代表となる一方で，居住区内においては，助

手（poykor）を伴い，様々な職務をこなしてい

た。住宅売買の仲介，遺産相続の調停，孤児・

寡婦の後見，共同作業の組織・監督，人生の通

過儀礼の顧問などが挙げられる。マハッラ内の

住民同士で争いごとが起きた場合には，まずオ

クソコルに仲裁が求められた。

共同生活とマハッラの居住区との関係につい

ては，当時の社会施設の配置からある程度推察

することができる（Sukhareva１９７６，６７-２６４，樋

渡２００８，７２-７４）。主要な共同利用施設として

は，モスク，マザール（聖廟），マクタブ（学

校），ハウズ（貯水池）などがあった。中でもモ

スクは，大部分のマハッラが一つずつ備えてい

たことから，マハッラと教区には対応関係が

あったとみなせる。モスクは単なる宗教的な施

設を越えて，日常的な談合や寄り合いの場，共

有物の収納場所として用いられるなど，マハッ

ラの住民の日常生活に深く関わる施設であっ

た。ただし，厳密に言えば，その他の施設につ

いては，半数程度のマハッラに確認されるにと

どまる。ハウズなどは１００個程度の存在が確認

されるに過ぎないことから，複数のマハッラが

共同利用していたのは明らかである。水の管理

は，非常に重要視され厳格な取水のルールが定

められていたが，例えば，ハウズの清掃につい

ては，マハッラ単位ではなく，ハウズごとに組

織された水運び人組合の職務とされていた。ま

た，水路に関しては，アリク・オクソコルとい

う管理者が，複数のマハッラをまたいだ広範囲

を担当しており，マハッラという単位が水利の

ための共同体と一致していたとは言い切れな

い。また，バザールや商店街の分布はまばらで

あり，各マハッラは，その内部で日用品などを

自給し得るような存在ではなかった。

一方で，マハッラの一体性を象徴するものと

して人生儀礼やそれに伴う饗宴は大きな意味を

持っていた（Sukhareva１９７６，２６-３２）。割礼，

結婚，葬儀などの家族の人生儀礼は常に大々的

な饗宴を伴って催され，全員参加の原則なども

あったことが指摘されている。住民達は，準備

段階には，積極的に労力や資材の提供を行っ

た。都市部のみならず，農村部においても同様

の組織があったという。

以上のように，マハッラの自立的な組織とし

ての性格は，モスクの存在，オクソコルを中心

とした自治組織，全員参加の共同体的行事など

によく表れていた。一方で，日用品の流通，給

水施設や水利を巡る共同作業などの点では，マ

ハッラは，必ずしも自己完結した領域とはみな

せなかった。さらに，地区横断的な社会組織が

活発に機能していたことや，地区分化が頻繁に

生じていたこと，住民構成についても厳密には

混成的であったことなどは，マハッラの開放

性，単位としての柔軟性も示唆する。このよう

なブハラの様子に関して，粗い議論であること

を承知で「自治村落」概念との比較を述べるなら

ば，当時のブハラのマハッラは自治的な機構を

有していたという点については，基本的な要件

を満たしていたと思われる。さらに，上部権力

の介入がより限られていたことは，地域社会に

より高度な開放性や柔軟性を与えていた側面も

あったのではなかろうか。

２．ソ連時代のマハッラ

ソ連体制下の７０年の間には，マハッラに対

する政策にも紆余曲折があった。１９１７年の革

命直後は，「進歩的」な社会の創出が掲げられ，

マハッラにも解体の圧力が加えられた。しか

し，地域に深く根ざしたマハッラを除去するこ

とは困難であったことや，地方（農村と旧市街）

の党活動が脆弱であったことは，当局に，住民

自身に行政の補助を行わせ人々を公共活動に引

き入れる必要性を認識させることになる。以後
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の期間において重要なのは，マハッラ委員会と

いう代表組織が設置され，市・地区ソヴィエト

の行政補助等を行わせる仕組みが作られたこと

である（須田２００４，２００９等）。

「マハッラ委員会」の起源は，１９２２年，トル

キスタン共和国内務人民委員部によって通達さ

れた設立の指令まで遡ることができる。以

後，１９３２年，１９４１年，１９５３年，１９６１年，１９８３

年と，度々の規定の改正を経ながら，市・地区

ソヴィエトの行政補助を行うための社会組織と

して徐々に認知されてゆくことになる。例え

ば，１９３２年の「マハッラ（街区）委員会について

の規程」においては，議長，議長代理，書記ら

の選出法や，協力すべき行政活動の具体的内容

に関して言及されている。そこでは，法令の履

行監視，国家機関への協力，文化水準の向上，

啓蒙の活動，補修や清掃，緑化，徴兵での協力

などが挙げられている。１９６０年代，フルシ

チョフの時期においては，全連邦での「社会的

自治」活性化の政策が採られたこともあり，都

市部以外の農村部などでも，区画の整理に伴な

い新たに多くのマハッラとマハッラ委員会が設

立された。同時にこの時期からイデオロギー

キャンペーンや国際情勢の講義，ロシア的生活

様式の宣伝の場などにマハッラという場が積極

的に利用されるようになった。

マハッラは，ソヴィエト的組織としての外見

を備える一方で，住民から構成されるマハッラ

委員会は，老人，未亡人，孤児などの面倒を見

たり，貧困世帯であっても饗宴を伴った人生儀

礼を行えるよう支援したりするなど，慣習的な

生活体系と調和した組織として発達した側面が

あった。ソ連体制下の１９８０年代から現地調査を

続 け て い る Koroteyeva and Makarova（１９９８）

は，マハッラを，ソヴィエト体制と伝統的組織

の「ハイブリット」として捉えている。それを，

ソヴィエト体制が「意図せずして」（Koroteyeva

and Makarova １９９８, １３９）作り出したものとし

て，そこに両者の調和を見るのか，あるいは，

抑圧的な権力の存在を想定し，「自発的服従」

（須田２００４）のような概念で捉えるのか，様々

な解釈が可能であろう。いずれにせよ，確かで

あるのは，マハッラが住民の生活に極めて密着

した組織として存在し続けていたという事実で

ある。家族とマハッラが若い世代に伝えること

で，伝統的生活の多くの部分は保たれたといわ

れている（Arifkhanova２０００等）。

３．独立後のマハッラ政策

独立後，社会主義に代わる新たなイデオロ

ギー的支柱として，民族文化，伝統に焦点がお

かれるようになった。そうした潮流の中で俄に

脚光を浴びることになったのがマハッラであっ

た。９２年，大統領により「マハッラ慈善基金」

が設立され，マハッラへの支援体制の整備が本

格化する。９３年に「市民自治諸機関に関する」

法令が定められたことで，マハッラ委員会は，

国家の地方下部組織として，公的な地位を得る

ことになった。その後，各地でマハッラの復興

（又は新たな創出）が進展し，その役割は拡大し

た。先に述べたように，すべての居住区に「マ

ハッラ委員会」がおかれ，最小の行政単位とし

ての役割を果たすことが期待されるようになっ

たのである。現在のウズベキスタンには １ 万

以上のマハッラが存在し，各マハッラには１５０

から１５００世帯，平均して４００世帯程が居住し

ている。

図１は，現在における典型的なマハッラ委員

会の組織図を示す。ウズベキスタン政府は，こ

のように規格化されたマハッラ委員会を新旧合

わせた全てのマハッラにおいて組織することを

目指してきた。マハッラ委員会は，行政執行機

関としての１０名程度のケンガシ（kengash : 評

議会），議長を補佐する８，９名のマスラハチ

（maslahatchi : 補佐），その下に置かれている多

数の専門委員会などによって構成される。全構

成員はマハッラの住民である。基本的な枠組み

は，１９９９年４月１４日の法令「市民自治諸機関

に関して（新編）」に定められている（樋渡２００８，７８-

７９）。まず，議長（オコソコル），補佐（マスラハ
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チ），各種の専門委員会の委員長や委員たちを

選出するのは，市民集会（fuqarolar yig’ini）で

あるとされる（１１条）。ここで，市民集会と

は，マハッラに居住する成人全体を参加者とし

て想定しているが，実際には，マハッラ全体に

よる集会を開くことは容易ではない。この規程

は１８条において，市民代表の集会（fuqarolar

vakillarining yig’ini）（１８条）によっても代行が

可能であるとされており，実際はこの規程が適

用されることが多いように思われる。市民代表

となるのは，マハッラの各通り，各地区に大抵

存在する発言力ないし決定力を持った有力者た

ちである。こうした有力者たちの会合によっ

て，マハッラの重要な事項の多くが決定されて

いるのである。

マハッラ全体の代表者である議長，通称ラ

イース（法令上はオクソコル）の選出法は，通

常，ホキミヤット（hokimiyat : 地方行政庁）の

承認を受けた３，４人を候補者とし，その中か

ら市民代表たちの集会において投票を実施する

という形式である。１０人程度からなるケンガ

シ（評議会）は，ライース，マスラハチ（補佐），

専門委員会の各委員長，書記長などから構成さ

れ，市民集会の決定を執行し，市民自治諸機関

の一般業務を行うために組織される（第１２

条）。このケンガシの下に，多数の専門委員会

が設置されている。具体的には，女性たちの委

員会，争いを仲裁する委員会，未成年者を監督

する委員会，トイ（人生儀礼）を監督する委員

会，スポーツ振興の委員会などである（図１を

参照）。これらの専門委員会が，実施機関とし

て個別の活動の指揮をとることになる。中で

も，給付（社会保障）委員会による生活困窮者へ

の補助金給付業務は，当初から海外の開発援助

機関などの注目を集めてきた（Coudouel, Ma-

rine and Micklewright１９９８等）。住民の生活に

密着したマハッラ委員会に，受給者のターゲ

ティングに関する大幅な自由裁量を与えること

によって，生活水準や住民のニーズについて地

域特有の知識が生かされることが期待されたの

図１ マハッラ委員会の組織図

（出典） 樋渡（２００８，７９，図３．２．１）
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である。これらの詳細な人事も市民代表たちの

集会において話し合われる。マハッラ委員会の

各委員の任期は２．５年である。役職の中で，ラ

イース，ライース代理，書記長，自警長には政

府から給与が支給されるようになったが，その

他の委員は無給である。

以上のような独立後のマハッラ政策は，マ

ハッラ委員会に対する様々な行政的な権限の委

譲を伴うものであり，その意味で，伝統的な地

縁組織の復興という外見を備えている。一方

で，住民の日常生活に深く介入する手段として

のマハッラ委員会の管理・活用という側面を併

せ持つ。つまり，上部権力による住民生活に対

する介入政策が，歴史的にも類を見ない深度に

達した状況ともみなせるのである。中央集権的

な政権による過度の介入主義に対しては，人権

問題などの観点から度々国際的な批判がもたら

されてきた。近年のマハッラ政策が，まさしく

「自治村落」的な組織の復興につながるのか，あ

るいは，過度の介入主義によって自治的な空間

を奪ってしまうものなのか，この点について，

「自治村落論」において扱われるような歴史的議

論と比較して論じ，現段階において評価を下す

のは時期尚早であろう。本稿�節においては，

「自治村落論」を概観しつつ，上部権力の統治や

介入の方法が，村落社会に作用する具体的なメ

カニズムを析出するためには，村落の内部構造

の観点に立つことが有用であることを論じた。

ここまで上部権力による統治の手法に触れつつ

マハッラの歴史的経緯を概観してきたが，現在

においては，マハッラ内部の実態はどのように

把握され得るのだろうか。以下では，アンディ

ジャン州における筆者による現地調査の成果を

紹介しつつ検討を進める。

� アンディジャン州におけるマハッラの実態

本節では，調査地であるオフトバチェク・マ

ハッラの基本的概観を扱う。とくに，血縁や慣

習を通した日常的な共同関係のありかたに着目

する。マハッラのより詳しい情報については，

樋渡（２００８）において参照できるため，本節で

は，あくまで概略を示すにとどめる。

調査地のオフトバチェク・マハッラは，ウズ

ベキスタン東部のアンディジャン州に所在す

る。アンディジャン州，フェルガナ州，ナマン

ガン州の３州からなるフェルガナ渓谷は，同国

の４．２％ の面積に人口の２７．７％ が集中する人

口稠密な地域である。年間降水量は２５０から

３００㎜程度であるのに対し，年間蒸発散量は

１２００㎜を超える乾燥地帯であるため，古くか

ら灌漑が発達してきた。現在では，大規模な綿

花栽培や養蚕，果樹栽培などが盛んである。ア

ンディジャン州を選択した理由の１つは，同州

が，ウズベキスタンにおいては平均的な経済，

社会開発の水準を占めているという点にある。

政府統計によれば，２００３年のアンディジャン

州の経済開発ランクは，同国の全１３州及び１

都市の１４地域の中で７位であり，社会開発ラ

ンクは６位であった。

調査地であるオフトバチェク・マハッラは，

コーカンド・ハン国の時代に開拓された。当

初，ホナリクと呼ばれるコーカンドと同地域を

結ぶ灌漑水路沿いに入植し，共通の水利のため

に集住した村落共同体であったと考えられる。

詳細は割愛するが，以後，人口増加に伴って，

開発フロンティアを開拓し，徐々に居住地を拡

大，または移動させてきた。２００３年 １ 月に実

施されたオフトバチェクのマハッラ委員会の調

査によると，オフトバチェク・マハッラに

は，４８６世帯，２５２３人が居住している。これ

は，現在のウズベキスタンのマハッラとしては

平均的な大きさである。

１．経済的基盤―小農的生産について

まず，オフトバチェク・マハッラの家計の経

済的基盤について述べておく。調査時の２００３

年９月における住民の所得構成については表１

に示した。比較のため表右側には同年３月にウ

ズベキスタン全土の１０００世帯に対して行われ
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た家計調査からの情報を示してある５）。表から

は，主要な職場，つまり本業からの収入は，世

帯月収の３割にも満たず，各世帯は多様な収入

源に頼っていることがわかる。中でも，全体に

安定的な収入をもたらしているのは，家屋附属

の菜園や私的区画地（トモルカ）における生産で

あり，総所得の３５％ に達する。農村における

インフォーマル経済の比重の大きさは，ウズベ

キスタンを初めとする中央アジアにおいてとく

に顕著であるという事実は，ソ連時代から度々

指摘されてきた（Lubin１９８４等）。ウズベキス

タン農村のインフォーマル経済としては，農業

器材や飼料の窃盗，収穫量の虚偽報告から，仲

介者を通しての闇流通，各種生業など様々な形

態があったが，もっとも重要な経済活動は，家

屋付属の菜園，その他の私的区画におけるイン

フォーマルな作物生産であった。独立後の移行

期に直面した厳しい経済的苦境においては，こ

の部分における生産活動が実質的に農村生活を

支えてきたといわれる。現在のオフトバチェ

ク・マハッラにおいては，大部分の世帯がこの

ような私的区画での生産活動に，少なくとも副

業的には従事し，果樹，野菜，食肉，ミルクな

ど，様々な作物を生産している。家庭内で消費

する自給用作物の生産のみならず，余剰生産物

はバザールなどで売却される。アンディジャン

州では，当時，トマトなどの商品作物を栽培し

て市場に売り出すケースが多かった。この部分

の生産活動を担っているのは基本的には家族労

働である。

５）調査地のマハッラの平均所得が，全国平均に比
してかなり高く見える理由は，主として調査手
法の違いや季節の違いに依るものである（樋渡
２００８,１２１）。

オフトバチェク・マハッラ ウズベキスタン

２００３年９月 ２００３年２月

スム 比率 スム 比率

主要な職場からの賃金 ２４６２５．８ ２８．３％ ２００４０．４ ３７．９％

副次的職場からの賃金 １０６５．６ １．２％ ３８８．０ ０．７％

一時的，日雇い労働からの賃金 ５５２４．６ ６．４％ １７２４．２ ３．３％

職場からの産休手当 ４９３．４ ０．６％ １４５．２ ０．３％

失業，障害者手当 ７８６．４ ０．９％ ２６．４ ０．０％

職人仕事（裁縫，修理等） ３５６１．５ ４．１％ １０８６．７ ２．１％

別居中の家族からの扶養費 ２２．５ ０．０％ １０４．９ ０．２％

職場やその他組織からの贈与 ２４５．９ ０．３％ ３３２．９ ０．６％

年金 ８９５５．１ １０．３％ １１５１９．６ ２１．８％

その他 ７６７９．５ ８．８％ ３１５６．０ ６．０％

マハッラ委員会困窮者援助 １３１．６ ０．２％ １５０．３ ０．３％

マハッラ委員会１６歳手当 １１９７．１ １．４％ １４３５．１ ２．７％

マハッラ委員会 ２ 歳手当 １００１．８ １．２％ １０３６．７ ２．０％

マハッラ委員会その他援助 ４５．１ ０．１％ ７０．４ ０．１％

小計 ５５３３５．８ ６３．７％ ４１２１７．０ ７７．９％

私的区画地からの収入 ３０７８３．６ ３５．４％ ５１３１．５ ９．７％

受領所得計 ８６１１９．４ ９９．１％ ４６３４８．５ ８７．６％

賃金遅延分 ８０２．７ ０．９％ ６５５６．６ １２．４％

総所得計 ８６９２２．１ １００．０％ ５２９０５．１ １００．０％

表１ オフトバチェク・マハッラの所得構造（右はウズベキスタン全体）

（出典） 樋渡（２００８，１２２，表４．１．２）
（注） スムはウズベキスタンの通貨単位。２００３年は，１ドルは約１０００スム。

（非公式レートでは，２００３年２月は１０２０スム／ドル，２００３年９月は，９８０スム／ドル）
オフトバチェク・マハッラの標本世帯は，外れ値１世帯を除く２４４世帯。
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一方で，オフトバチェク・マハッラは，調査

当時，集団農場（シルカット：コルホーズの後

継組織。２００６年に解体された）の下部単位であ

るブリガーダ（brigada）の１つを担当してい

た。５０ha のブリガーダの土地は，綿花地と小

麦地に二分され，両作物の輪作が行われてい

た。しかし，この部分の経済活動が，住民の生

活にもたらす利益は微小である。収穫期を除け

ば，割当地を担当する労働者（コルホーズニク）

は５０名程度で十分である。そればかりか，収

穫期以外の時期に支給されるのは，賃金ではな

く，燃料などの現物が主体である。このため，

ブリガーダでの仕事は，世帯における主要な所

得源とは決してなり得ない。男性は，建築業な

ど，日雇いでも多くの現金の入る職を好むた

め，コルホーズニクとして登録されている労働

者の大部分は女性である。ただし，収穫期には

小遣い稼ぎとして家族や隣人が協力する。

また，市中心部に比較的に近いことから，商

品経済はかなりの程度浸透しており，非農業部

門における労働市場も存在する。市内には５００

人規模の繊維工場，綿花の加工工場，コートの

生産工場が存在し，そこで働く住民も多い。

社会主義国における農村社会というと，コル

ホーズやソフホーズなどの大規模な農場経営ば

かりがイメージされるため，東アジアの小農社

会と比較するのは見当違いであるという印象を

与えるかもしれない。しかし，インフォーマル

経済を含めて実質的に農村生活を支えてきた経

済活動を扱おうとするならば，上記のように，

家族労働による小農的な生産活動の役割が意外

に大きかったことが認識されるのである。

２．血縁関係

ここで，ウズベク人親族の伝統的なありかた

について概略しておく。ウズベク人親族の基礎

をなすのは父系の家族集団である。彼らは，１

つの中庭（hovli）を囲んで集住することで知ら

れてきた。家庭菜園としても利用される中庭で

は，果樹，野菜類，穀類が栽培され，家禽，家

畜が飼われる。結婚した息子たちには，敷地内

に両親とは離れた家屋が与えられるので，中庭

を囲んで，両親の家屋，長男夫婦の別棟，次男

夫婦の別棟といった基本家族（elementary fam-

ily）ごとの家屋が立ち並ぶことになる。娘たち

は，結婚後は相手方に嫁いで行くので家には残

らない。両親の家屋は，最後まで彼らの面倒を

見る末の息子家族が引き継ぐのが伝統であり，

直系・傍系の概念は日本のように明確ではな

い。これらの家族の各々は，家計を異にしてお

り，食事も別々に取るなど，自立的に生活する

側面も見られる。一方で，中庭における生産活

動は共同で行い，生産物は互いに分け合ってい

る。子供の世話，洗濯，料理などの家内仕事に

ついても，母親の指示の下で，義娘たち（ovsin

と互いに呼び合う）が協力して行う。

オフトバチェク・マハッラの現状からは，父

系の家族集団の集住形態は，幾分複雑な形態に

変容してきたことが見てとれる。樋渡（２００８）に

おいてはより具体的な１０世帯の家系史が検討

されているが，以下では概略のみを記すことに

する。まず，家屋附属地の面積が，４０a，５０a

以上と，比較的余裕のあった世代までは，息子

が妻を娶った際には，やはり別棟を準備してき

た。現在では，こうした隣接家屋の菜園につい

ても囲いを設置して区別し，便宜上，別世帯と

して公式登録を行うようになったが，それは，

土地の分与やその他の公的サービスを受ける際

に有利となるからである。しかし，土地が１０a

程度になってくると，それ以上は土地を細分化

することはなく，長男，次男と，結婚した順

に，家を離れることになった。彼らは，自分の

住居のための土地を，なるべく親の土地の近辺

に探すことになる。マハッラ内の隣人から購入

したり，新たな土地を開墾したりして確保して

きた。土地の入手は，コルホーズの土地利用政

策など，その時期の制度的都合に左右されてき

たので，必ずしも後の世代ほど近所に住まうこ

とが困難になったとは言い切れない。近年のオ

フトバチェク・マハッラにおいては，１９９０年
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に，コルホーズの綿花地帯であった新地区と呼

ばれる地域が居住地として開放されたことの影

響が大きく，多くの新婚世帯が土地を得ること

ができた。ただし，結婚しても，新たな土地が

見つからない，あるいは土地は確保したが家屋

が未建設である期間は，息子夫婦は親と共に暮

らすことになる。このような場合には，最低で

も新婚夫婦のために別部屋は用意されるが，別

棟まで与えられる余裕があるとは限らない。最

近では，家を離れた子供が，アンディジャン市

中心部やタシケント市で職を得て暮らすような

ケースも増えてきた。しかし，末子の家族が最

終的に家に残って親の面倒を見るという伝統

は，現在でもあまり変わらず残っている。

以上のように，住民たちは，先祖代々，伝統

的な父系の家族集住を維持しようとする志向を

持ち合わせていたが，それは，息子が妻帯した

時期における土地の所有状況や制度的都合の許

す範囲内においてのみ実現し得るものであっ

た。結果として，現在では，家族成員が近隣に

散らばって別個の世帯を構えているという状況

が生まれた。具体的な統計を挙げれば，オフト

バチェク・マハッラに居住する世帯のうち，１

以上の親族世帯（母方親族を含む）を同じマハッ

ラ内に有する世帯は全体の９３．８％（４５０世帯）に

達する。平均親族世帯数は，３．６０世帯であ

り，最大では，１２世帯の親族世帯をマハッラ

内に持つ世帯集団があった（樋渡２００８，１５７）。

以上のことから推察されるのは，歴史的に，

土地を媒介した社会関係の形成はそれほど強い

ものではなかったという点である。土地の相続

の際には，区画は子供の間で平等に分割されて

きた。また，ソ連時代においては，息子たちが

どのような土地を獲得できるかは，コルホーズ

の政策次第であった。さらに，それ以前の時代

については，新たな土地を開拓することによっ

て，徐々に開発フロンティアを拡大してきたと

いう歴史的経緯がある（樋渡２００８，１２６-１２８）。

したがって，父系社会といっても，日本の村落

社会と比較するならば，本家分家関係の強固な

北陸・東北地方よりも，前述した鹿児島社会な

どにより近い状況が展開されていたと見るべき

であろう。

ただし，隣近所に別個の世帯を構えるように

なったといっても，次に述べる通り，同じマ

ハッラ内の血縁世帯の日常的な結びつきは非常

に強固である。その意味では，伝統的な父系の

家族集団としての互助関係が，現在までかなり

の程度維持されていると見ることができる。

３．住民同士の共同関係

日々の生産や生活における住民同士の共同関

係について述べておこう。まず，隣近所に分か

れた親族世帯間，とくに兄弟世帯間は並列的同

格的な関係にあり，親の強力なリーダーシップ

の下，日常的な生産・生活の活動において，協

業単位といえるほどの結束を維持していること

が指摘できる（樋渡２００８，１４５-１５８）。これらの

世帯間では週１，２回という高い頻度で物資や

労働のやりとりをし，また，家屋の建設・修

復，新しい作物の栽培，グリーンハウスの設置

など，大きな出費や労力が必要となる場合は，

親の承認と指示の下で一致団結して共同作業に

あたる単位となる。一方で，父系出自の連帯

は，決して排他的なものではなく，各家族は，

母方親族，姻戚（quda），あるいは姉妹の夫た

ち（boja）との関係の維持にもそれなりに注力し

ている。例えば，後述するギャプなどの仕組み

を導入することによって，定期的に顔を合わせ

る機会を確保している。オフトバチェク・マ

ハッラにおいては，年配者でも３世代以上の先

祖を記憶している者は少ないが，姻戚などの親

族については家族構成，就業状態，その他の家

族の内部事情に到るまで熟知している者が多

い。この意味で，親族関係の認識としてはあく

まで横のネットワークとしての意識が強いので

はないかと見受けられた（樋渡２００８，１５５）。

マハッラ住民間の共同関係において，血縁関

係の次に重要な役割を果たしているのが，

「ギャプ」と呼ばれる慣習による濃密な社会関係
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である（樋渡２００８，１５８-１７３）。ギャプとは，１０

数人程度の固定メンバーが，月に１，２回程

度，定期的に持ち回りで誰かの家に参集し，饗

宴や歓談を楽しむ慣習，またはそのグループの

ことである。ギャプは，何らかの接点（過去に

同級生であった，同じマハッラの住民である，

同じ職場である，同年齢である，姻戚である

等）に基づいて男女別に結成され，様々な社会

的関係の諸因子を強固なクラスターとして固定

化する装置としての役割を果たしている。ま

た，ギャプは単なる親睦の集まりではなく，日

常の生活においても互助単位として機能し得る

点が注目される。各世帯が大々的に主催する結

婚式の準備，家屋の建設作業などの大仕事にお

いては，一致協力して作業にあたる単位となる

（樋渡２００８，１９９-２０１）。現在では，回転型貯蓄

信用講（日本における頼母子講や無尽に相当す

る）としての金融機能を果たすものも多く見ら

れるようになった。オフトバチェク・マハッラ

においては，全体の８１．６％ の世帯（のメン

バー）が，ギャプに参加していた。また，参加

世帯の平均参加数は２．４７であり，大部分の世

帯がギャプによるネットワークに巻き込まれて

いることが確認された。回転型貯蓄信用講とし

ての機能としては，ギャプへの参加数を考慮す

ると，基金の配分によって，ギャプ参加世帯

は，実に月平均所得の７割の収入を，年に約２．５

回も得ていると試算された（樋渡２００８，１６９）。

この種の住民の共同関係からも，やはり，鹿

児島の村落社会との興味深い対応関係が見出さ

れる。自治村落的な「村」の弱いとされる鹿児島

地方の村落社会であるが，一方では，住民同士

の間には，ユイ（イイ・イイトリ）や頼母子講

（模合）を通したインフォーマルな関係が累積し

ていたことが指摘されている（坂根１９９６，３章

等）。戦前期の鹿児島においては，全国平均と

比べて，産業組合や信用組合の比重が低い一方

で，無尽・頼母子講の比重は高いという傾向が

見られた（坂根１９９６，１５６）。

以上のような血縁関係やギャプによる共同関

係を詳しく検討した上で，樋渡（２００８）において

は，これらの共同関係を軸に共同体としてのマ

ハッラの全体像を議論した。確かに，血縁関係

やギャプのメンバーシップを精査すれば，これ

らの共同関係は，しばしばマハッラの地理的範

囲を超えて伸長していることが確認できるので

あり，その意味で，共同関係からマハッラを把

握しようとすれば，マハッラの境界線は曖昧な

ものとして認識される。例えば，齋藤（１９８９）

は，このような生産，生活面での共同体と村落

の地理的範囲のズレをもって，共同体が村落の

本質ではないということを強調する（齋藤１９８９,

２４３-２４４）。しかし，マハッラはこれらの共同関

係を濃密に根付かせている場であるという点

で，依然として大きな意味を持っている。これ

らの共同関係は高い密度で重層的に張り巡らさ

れることによって初めて，効果的なインフォー

マルな相互扶助の基盤となるのである。これも

一つの共同体のありかたと見るべきであって，

境界線が曖昧であるからそれは弱い共同体であ

るといった見方は必ずしも成り立たないといえ

るだろう。

� マハッラの上部構造と共同関係

「自治村落論」との比較の観点からとりわけ注

目すべきは，マハッラの上部構造であろう。本

節においては，マハッラの上部構造組織として

のマハッラ委員会に着目する。より具体的に

は，前述してきた血縁やギャプといった住民同

士の共同関係が，マハッラの上部構造の組織化

においてどのような役割を果たしているのかを

考察したい。

本節では，マハッラにおける指導者層の構成

を把握する上で，マハッラ委員会とその下部組

織に関わる全構成員のリストを用いる。リスト

の全容は表２に示した。表２は，前述した法令

上の市民代表にほぼ一致し，マハッラ内の主要

な有力者たちをかなりの程度網羅しているとみ

なせる。オフトバチェク・マハッラにおいて
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は，６２のポストをこの４５人で役職を兼任しな

がら担当している。ここに列記されたメンバー

たちは全体として，マハッラにおける指導的役

割を様々に果たしている。ケンガシの委員の話

によると，マハッラ委員会の内部の細かな役割

分担を決定する際や，大きな問題が生じたとき

に毎回参集する住民の代表者たちが，ほぼこの

リストのメンバーであるという。毎期のケンガ

シの委員も，これらのメンバーの話し合いに

よって決定される。各専門委員会の委員長の役

職は，リストのメンバーの中から時間的に余裕

のある者たちに優先的に割り振られる。マハッ

ラ委員会は，用水路の清掃，植林活動，祝祭の

実施など，様々な共同体的活動を企画・実施し

ているが，各専門委員会の担当者は，住民を動

員する必要がある時には，まずこれら有力者た

ちに協力を仰ぐのである。彼らが現場で実際に

指揮し，世帯主たちを動かすことによってマ

ハッラ委員会の諸活動は成り立っている部分が

大きい。

このような有力者たちの活動は，公的に規定

された業務や，ホキミヤット（市政府庁）の指示

や圧力による行動に限るものでは決してない。

委員会の役職の枠組みを越えて，リストの有力

者たちの多くは，日頃から自分の居住する各通

りの世帯主たちの中で指導的立場にある。実

際，これらのメンバーが発起人となることで，

マハッラ全体の大きな話し合いが持たれ，ホキ

ミヤットに提案が出されたことなどもあった。

すなわち，マハッラ委員会は単に上から与えら

れた形式的な枠組みとして存在しているのでは

なく，少なくとも調査地のようなマハッラにお

いては，実質的に，住民を指揮する力を持った

指導者層として機能し得ており，全体として

個々の住民の意思を超える「公権力的」な権限を

保持し得ている。もちろん，その影響力に個人

差はあるが，本節では便宜上，このリストのメ

ンバーを，「指導者」と呼ぶことにする。以下で

は，このリストの指導者たちの属性や関係性を

検証してゆく。

１．基本的属性

まず，表２から，年齢や職業など，指導者た

ちの基本的な属性を確認しておく。はじめに，

年齢を見ると，全体の平均年齢は，５０歳程度

とかなり高いことがわかる。ケンガシ委員とし

ては，７０代後半の老人（委員 No．８）がオクソコ

ルとして加わっているほかは，４０代半ばから

６０代前半に固まっている。マハッラ内で，指

導者層として信望を得るには，一般に，働き盛

りの壮年期かそれ以上の年齢であることが求め

られるのだと考えられる。性別に関しては，４５

人中１３人が女性である。女性が３人の女性関

係専門委員会のような特殊な役職もあるが，全

体として見ても，ライース代行を含めて，ケン

ガシ委員に３人，マスラハチに３人配属される

など，要職であっても女性が忌避されることは

ないようである。女性は，女性限定のギャプな

ど，男性とは異なる独自のネットワークを保有

している。これらを包含してマハッラ全体を掌

握するためには，女性をマハッラ委員会に参加

させることが不可欠になっていると推察され

る。

学歴欄を見ると，リストの指導者たちは，総

じて高い最終学歴を有していることが確認でき

る。５，６０歳以上の高齢者の中には，高卒の者

もいるが，大部分は大学卒である。中には，ア

ンディジャン農業研究所のように極めて権威が

高いことで知られる学術機関を卒業している者

もいる。学歴は，次に検討する職業的地位と密

接に相関している点を考慮する必要があるが，

指導者として認知される条件として一定の意味

を持っていることは疑いなさそうである。

職業欄からは，指導者たちの職種が極めて多

岐に亘っていることが確かめられる。教師や医

師のような知的職種から，イマームのような宗

教的な権威，集団農場や政府組織の高官のよう

な政治的役職，商店の経営者のような経済的な

もの，さらにはダストゥルホンチ（dasturkhon-

chi）やオティン（otin），割礼医師のような伝統

的，慣習的な職に至るまで，質的にも極めて幅
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世帯番号 委員ＮＯ 年齢 性別 最終学歴 現在の職業 役職
ケンガシ（評議会）委員

１５０ １ ４７ 男 アンディジャン国立大学 教師 ライース（議長）
１８６ ２ ５７ 女 会計専門大学 計理士 ライース代理
２２ ３ ４６ 男 ナマンガン農業専門大学 獣医 書記長
１８４ ４ ５７ 男 アンディジャン農業研究所 アンディジャン州農業機関議長 委員
８１ ５ ４７ 男 アンディジャン医学研究所 小児科医 委員
１４３ ６ ５８ 女 高校 ダストゥルホンチ（結婚式など） 委員
１６a ７ ５３ 女 アンヂィジャン国立大学 教師 補佐
１１０ ８ ７８ 男 金融研究所 計理士 長老（オクソコル）
２９３ ９ ６３ 男 高校 元イマーム（墓地） 長老（オクソコル）

マスラハチ（補佐）
１２４ １０ ６０ 男 ナマンガン医学専門大学 医師 議長補佐（前々ライース）
１６b １１ ３２ 男 アンディジャン農業研究所 シルカット議長 委員
４８a １２ ６３ 女 アンディジャン国立大学 教師 委員
１６８ １３ ５４ 男 アンディジャン国立大学 教師 委員
７５ １４ ６７ 男 高校 イマーム（モスク） 委員
１８７ １５ ６４ 女 高校 オティン（葬儀など） 委員
１４３ ６ ５８ 女 高校 ダストゥルホンチ（結婚式など） 委員
２０２ １６ ５１ 男 高校 割礼医師，床屋 委員

離婚調停・和解専門委員会
１５０ １ ４７ 男 アンディジャン国立大学 教師 専門委員長，ライース
２２ ３ ４６ 男 ナマンガン農業専門大学 獣医 委員，書記長
１２４ １０ ６０ 男 ナマンガン医学専門大学 医師 委員，議長補佐
１１３ １７ ４６ 男 アンディジャン農業専門大学 ブリガディール 委員（前ライース）
７５ １４ ６７ 男 高校 イマーム（モスク） 委員
１８７ １５ ６４ 女 高校 オティン（葬儀など） 委員

トイ（家族儀礼）・慣習専門委員会
１５０ １ ４７ 男 アンディジャン国立大学 教師 専門委員長，ライース
２２ ３ ４６ 男 ナマンガン農業専門大学 獣医 委員，書記長
１２４ １０ ６０ 男 ナマンガン医学専門大学 医師 委員，議長補佐
１０１ １８ ５２ 女 高校 ダストゥルホンチ（結婚式など） 委員
１６a ７ ５３ 女 アンディジャン国立大学 教師 委員，補佐
７５ １４ ６７ 男 高校 イマーム（モスク） 委員
１８７ １５ ６４ 女 高校 オティン（葬儀など） 委員

監督・監査専門委員会
２１３ １９ ４６ 男 会計専門大学 税調査官 専門委員長
３１９ ２０ ３６ 男 アンディジャン医学専門大学 医師 委員
３１３ ２１ ４８ 男 アンディジャン医学専門大学 医師 委員

青年関係専門委員会
１６a ７ ５３ 女 アンディジャン国立大学 教師 専門委員長，補佐
４６ ２２ ４８ 女 アンディジャン国立大学 教師 委員
２４４ ２３ ３５ 男 会計専門大学 計理士 委員
１１１ ２４ ３２ 男 高校 民警（ポズボン） 委員

法・プロパガンダ問題専門委員会
４７０ ２５ ３６ 男 警察アカデミー／大学 警部補 専門委員長
４８b ２６ ４０ 男 アンディジャン国立大学 教師 委員
２１７ ２７ ５４ 男 警察専門大学 元警部（退職） 委員
１６２ ２８ ４２ 男 アンディジャン国立大学 教師 委員

精神・教育専門委員会
９５ ２９ ４７ 男 アンディジャン国立大学 教師 専門委員長
４３４ ３０ ３８ 女 教育専門大学 教師 委員
１３４ ３１ ４９ 男 アンディジャン農業研究所 農学者 委員
２０８ ３２ ４４ 男 会計専門大学 計理士 委員
６３ ３３ ４７ 女 タシケント国立大学 ジャーナリスト，詩人 委員

給付（社会保障）専門委員会
１５０ １ ４７ 男 アンディジャン国立大学 教師 専門委員長，ライース
２２ ３ ４６ 男 ナマンガン農業専門大学 獣医 委員，書記長
１２４ １０ ６０ 男 ナマンガン医学専門大学 医師 委員，議長補佐
１２１ ３４ ２５ 男 アルティンクル銀行専門大学 計理士 委員
１３１ ３５ ３７ 男 コーカンドイスラム専門大学 イマーム長（アルティンクル市） 委員
３６１ ３６ ５１ 女 会計専門大学 計理士 委員
２０２ １６ ５１ 男 高校 割礼医師，床屋 委員

公共料金支払い専門委員会
５５ ３７ ３５ 男 会計専門大学 計理士 専門委員長
２５９ ３８ ４１ 男 技術高校 電気技師 委員
４５０ ３９ ４６ 男 会計専門大学 計理士 委員

エコロジー問題専門委員会
２２３ ４０ ３５ 男 フェルガナ工芸研究所 建築技師 専門委員長
１２９a ４１ ５１ 男 高校 建築作業員 委員
４４６ ４２ ４１ 男 会計専門大学 計理士 委員

女性関係専門委員会
４３２ ４３ ４９ 女 アンディジャン国立大学 教師 専門委員長
２６ ４４ ４５ 女 高校 活動家 委員

１２9b ４５ ４８ 女 特別高校 司書 委員

表２ オフトバチェク・マハッラのマハッラ委員会の構成

（出典） 樋渡（２００８，１８１-１８２，表６．１．１）
（注） 重複している委員については，二度目以降は網掛けを施した。
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広い。ダストゥルホンチとは，結婚式などで贈

り物のやりとりを取り仕切ったり，料理の指導

をしたりする女性で，オティンとは葬儀などで

女性の中でコーランを詠唱したり逸話を聞かせ

たりする女性である。また，経済力の観点から

は，教師や獣医など，決して給与の高いとはい

えない職にある者たちも，ケンガシ委員を始め

とした重職に採用されているのがわかる。教師

が比較的多い理由としては，マハッラにおいて

極めて顔が広いという点が挙げられる。現在の

ライースは，マハッラ内の小中学生のほぼ全員

が通う学校で，２０年以上数学の教師を務めて

きた人物であり，彼の言行に関する良い評判

は，マハッラ中に行き渡っている。

以上のように，指導者層の基本的な属性とし

ては，経験豊富な年齢や高い学歴などの最低条

件が緩やかに設定されているようだが，女性も

積極的に参加しており，職種も豊富であるな

ど，混成的な側面が目立っている。では，彼ら

の保有する共同関係のネットワークからはどの

ような特徴が見出せるだろうか。

２．血縁的紐帯

表３は，指導者層の保有する血縁関係につい

てまとめている。ここで，「血縁的紐帯 A」と

は，各指導者の所属する世帯が，マハッラ内に

有する兄弟世帯，親世帯，息子世帯の数であ

る。また，「血縁的紐帯 B」は，兄弟世帯，親世

帯，息子世帯に加えて，姉妹世帯，娘世帯，そ

して配偶者の親世帯，兄弟世帯，姉妹世帯を含

めた世帯数である。表３の通り，指導者たちの

血縁的紐帯 A の平均紐帯数は，２．２９本，血縁

的紐帯 B の平均紐帯数は，４．２９本であった。

マハッラ全体の平均が，それぞれ２．０４本，３．６０

本であったのと比してやや高い数値である。指

導者たちは，全体として，マハッラ内に平均以

上の血縁的紐帯を有しているといえそうであ

る。ただし，ケンガシにも平均以下の紐帯しか

持たない者が数人存在するなど，紐帯の多さが

役職に就く上での必須条件であるとまではみな

せない。

次に「血縁世帯クラスター」を見てみよう。こ

れは，兄弟世帯間，及び，親－息子世帯間を結

ぶことによって形成される父系の血縁世帯クラ

スターの世帯数であり，筆者が独自に集計した

単位である（詳細は樋渡２００８，１５２-１５４）。前述

した通り，隣近所に居住する兄弟世帯を基本単

位としたこのクラスターは，一つの協業単位と

みなせるほど極めて強固な共同関係で結ばれて

いた。「所属」の欄には，同じ父系の血縁世帯ク

ラスターに所属する委員 No を示した。表３か

らは血縁クラスターの平均規模は，４．６９世帯

であり，マハッラ平均の４．０５世帯と比べると

やや大きい。しかし，やはり指導者の間には，

世帯数は１から９まで，人数でいえば，４，５

人から５０人程度までの大きな偏差が認められ

る。また，同じ血縁クラスターに属する指導者

の組み合わせは全部で１１組あった。しかし，

そのうち１０組が２人の組み合わせ，１組が３

人の組み合わせであるに過ぎず，４人以上が同

じ血縁世帯クラスターに属するケースは存在し

なかった。ケンガシを見ても，互いに同じクラ

スターに属している者たちはいなかった。むし

ろ，多様な血縁出自による構成が意図されてい

るとも読み取れる。

以上のように，指導者層の血縁的紐帯は，全

体として，本数は多めではあったものの，個人

間の偏差は大きく，役職に就く上で必ずしも紐

帯本数の多さが要件となっているとみなすこと

はできない。さらに，指導者の多くが所属する

ような大きな血縁世帯クラスターは存在せず，

血縁的紐帯は，指導者同士を直接的に機能的紐

帯によって結びつける因子としてはあまり働い

ていないようである。

３．慣習的紐帯

次に，指導者たちのギャプによる紐帯を見

る。表４には，指導者たちのギャプの参加状況

を，級友のギャプ，マハッラ内の近所のギャ

プ，血縁関係のギャプ，その他のギャプの４つ
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血縁紐帯 血縁紐帯 血縁世帯
委員 NO 名前 年齢 性別 役職 A B クラスター 所属
ケンガシ（評議会）委員

１ To’raev Ahmadjon ４７ 男 ライース（議長） ４ ４ ５ ３５
２ Yusupova Mahbuba ５７ 女 ライース代理 ０ １ １ －
３ Karimov Abduqahhor ４６ 男 書記長 ４ ７ ７ ２０
４ Turdaliev Qo’chqorboy ５７ 男 委員 ２ ３ ３ －
５ Sulaymonov Abdulhamid ４７ 男 委員 ２ ２ ３ －
６ Oripova Binokhon ５８ 女 委員 １ ２ ６ ２８
７ Nazarova Habibakhon ５３ 女 顧問 １ ２ ２ １１
８ Rahimov Hakimjon ７８ 男 長老（オクソコル） ３ ８ ５ －
９ Sultonov Turg’unboy ６３ 男 長老（オクソコル） ４ ５ ５ －

マスラハチ（補佐）
１０ Yigitaliev Anisbek ６０ 男 議長補佐（前々ライース） ３ ４ ６ －
１１ Nazarov Dilshodbek ３２ 男 委員 １ ２ ２ ７
１２ Tojiboeva Dilorom ６３ 女 委員 １ １ ４ ２６
１３ Jumaboev Toshkenboy ５４ 男 委員 １ ２ ２ －
１４ Rasulov Sadirdin ６７ 男 委員 ２ ２ ３ －
１５ Jo’raeva Namunakhon ６４ 女 委員 ５ ６ ９ －
１６ Abdurahimov Shavkatbek ５１ 男 委員 ５ １１ ６ ３８

以下，専門委員
１７ Sodiqov Ismoiljon ４６ 男 委員（前ライース） ５ １０ ７ ２４
１８ Rahmonova Holiskhon ５２ 女 委員 ３ ９ ５ －
１９ Hojimatov Hamidillo ４６ 男 専門委員長 ３ ５ ４ －
２０ Karimov Abdumo’min ３６ 男 委員 １ ２ ７ ３
２１ Maqsudov Biloldin ４８ 男 委員 ２ ２ ７ ３９
２２ Yo’ldasheva Kimyokhon ４８ 女 委員 ３ ８ ７ ３６
２３ Mukhtorov Anvarjon ３５ 男 委員 ２ ２ ３ －
２４ Otamirzaev Dilshodbek ３２ 男 委員 ５ ５ ７ １７
２５ Islomov Murodjon ３６ 男 専門委員長 ３ ４ ８ －
２６ Tojiboev Husniddin ４０ 男 委員 １ １ ４ １２
２７ Darmonov Tohirjon ５４ 男 委員 ３ ４ ４ －
２８ Yuldashev Dilshodbek ４２ 男 委員 ０ ０ ６ ６
２９ Qodirov Mamazokir ４７ 男 専門委員長 １ ８ ２ ３１
３０ Rahmonova Begoyim ３８ 女 委員 １ ２ ４ ４１，４５
３１ Qodirov Mamasobir ４９ 男 委員 １ １０ ２ ２９
３２ Yuldashev Qosimjon ４４ 男 委員 ２ ２ ３ －
３３ Rozieva Zamira ４７ 女 委員 ０ １ １ －
３４ Sheraliev Rustam ２５ 男 委員 ２ ２ ７ －
３５ To’raev Qoldoshboy ３７ 男 委員 ４ ４ ５ １
３６ Rahmonova Busiddiqa ５１ 女 委員 ３ ６ ７ ２２
３７ Roziev Abdurashid ３５ 男 専門委員長 １ ２ ４ －
３８ Abdurahimov Khursandbek ４１ 男 委員 ４ １１ ６ １６
３９ Maqsudov Jamoldin ４６ 男 委員 ２ ２ ７ ２１
４０ Yakubov Alisher ３５ 男 専門委員長 ３ ７ ４ －
４１ Rahmonov Shamshiddin ５１ 男 委員 ２ ４ ４ ３０，４５
４２ Mamadaliev Mo’minjon ４１ 男 委員 ３ ５ ５ －
４３ Solieva Sapurahon ４９ 女 専門委員長 ２ ２ ８ －
４４ Ahmedova Qunduzkhon ４５ 女 委員 ０ ７ １ －
４５ Rahmonova Nazira ４８ 女 委員 ２ ４ ４ ３０，４１

平均値 ２．２９ ４．２９ ４．６９

表３ オフトバチェク・マハッラの指導者層の血縁関係

（出典） 樋渡（２００８，１８６，表６．１．２）
（注） 重複する委員（表２網掛け部）は外した。
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委員ＮＯ 年齢 性別 役職 級友 マハッラ 血縁 その他
ケンガシ（評議会）委員

１ ４７ 男 ライース（議長） ○１ ● ●１ －
２ ５７ 女 ライース代理 ○ ● ● －
３ ４６ 男 書記長 ○２ ● ●２ －
４ ５７ 男 委員 ● ○ － ●
５ ４７ 男 委員 ●１ ● ● ○
６ ５８ 女 委員 ○ ●３ ●３ －
７ ５３ 女 顧問 ○ ●４ ○ －
８ ７８ 男 長老（オクソコル） － ● ● －
９ ６３ 男 長老（オクソコル） － － ● －

マスラハチ（補佐）
１０ ６０ 男 議長補佐（前々ライース） ○ ●１，●２ － －
１１ ３２ 男 委員 ○３ ○ － ●
１２ ６３ 女 委員 － ● ● －
１３ ５４ 男 委員 ● ○１ ○１ ○
１４ ６７ 男 委員 － ○ － ●
１５ ６４ 女 委員 － ● ● ○
１６ ５１ 男 委員 ●４ ○１，○２ ○２ －

以下，専門委員
１７ ４６ 男 委員（前ライース） ●２ ○１，● ●４ －
１８ ５２ 女 委員 ○ ○３ ● －
１９ ４６ 男 専門委員長 ○２ ● － ●
２０ ３６ 男 委員 ○５ － － ●
２１ ４８ 男 委員 ○１ ● ●５ ●
２２ ４８ 女 委員 ● ○４ － －
２３ ３５ 男 委員 ●６ － － ●
２４ ３２ 男 委員 ○３ ○ ○４ ●
２５ ３６ 男 専門委員長 ●５ ○ － －
２６ ４０ 男 委員 ○ － － ○
２７ ５４ 男 委員 ー ○１，○２ － －
２８ ４２ 男 委員 ● ●３ － ○
２９ ４７ 男 専門委員長 ○１ ○ ○６ ○
３０ ３８ 女 委員 ○ ● ○ －
３１ ４９ 男 委員 ○４ ○ ●６ －
３２ ４４ 男 委員 ●５ ○ ○２ ●
３３ ４７ 女 委員 ○ － ● －
３４ ２５ 男 委員 ● ○ － －
３５ ３７ 男 委員 － ○１，○２ ○１ －
３６ ５１ 女 委員 － ○ ○ －
３７ ３５ 男 専門委員長 ○６ － － ●
３８ ４１ 男 委員 ○７ － ○２ －
３９ ４６ 男 委員 ○２ ● ○５ －
４０ ３５ 男 専門委員長 ○６ ● ○ －
４１ ５１ 男 委員 ○４ ● ○ －
４２ ４１ 男 委員 ●７ ● － ○
４３ ４９ 女 専門委員長 － ○３，○４ ○３ －
４４ ４５ 女 委員 ● ● ○ －
４５ ４８ 女 委員 ○ － ● ○

表４ オフトバチェク・マハッラの指導者層のギャプ参加状況

（出典）樋渡 （２００８，１８８，表６．１．３）
（注） 重複する委員（表２網掛け部）は外した。
（注） ●はジュラボシとして参加，○は参加，－は不参加を表す。各欄ごとに同じ数字は同一のギャプを表す。
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に分類して示した。○または●は，参加を，－

は，不参加を表している。さらに，●は，参加

の中でも，ジュラボシ（jo’raboshi : リーダー）

として参加していることを示す。マハッラ委員

会内の複数の指導者たちが参加しているギャプ

については，同一のギャプであることが判別で

きるように，丸印の隣にギャプ番号を付した。

まず，一見して明らかであるのは，指導者た

ちが実に多くのギャプに参加し，かつ，ジュラ

ボシを任されやすいという点である。指導者

４５人のうち，全くギャプに参加していないと

いう者は皆無であり，３つ以上のギャプに参加

している者は２９人に達する。さらに，何らか

のギャプのジュラボシを任されている者は３８

人であった。とくに，マハッラ内の隣人ギャプ

については，実に２０人のジュラボシが指導者

のリストの中に存在している。マハッラ委員会

に集まる指導者たちは，多数の共同関係に関

わっており，かつ，その中心人物となるような

積極性を有しているという傾向を認めることが

できる。

一方，指導者を複数含んだギャプに関する情

報からは，指導者たちが同一のギャプに参加す

るケースは意外に少ないという事実が読み取れ

る。複数の指導者の参加しているギャプは，級

友ギャプが７つ，マハッラ・ギャプが４つ，血

縁ギャプが６つあった。各々における指導者た

ちの数は，１つを除いて２人から４人にとど

まっている。ケンガシ委員同士で同じギャプに

所属しているケースは，同級生ギャプで １ 組

あるのみであった。ギャプは，指導者同士を直

接に結びつけ，マハッラ委員会内に派閥や利害

集団を形成するような因子とはなっていないよ

うである。ケンガシ委員９人のうち，７人は，

異なるマハッラ・ギャプのジュラボシである

が，これは指導者間の自立的な関係性を象徴し

ていると思われる。

４．ネットワーク構造

ここまで指導者層の基本的属性，血縁やギャ

プという共同関係への所属を検討してきたが，

そこから見出されたのは，彼らの互いに自立的

な側面であった。指導者層の特徴として，経験

豊かで教育水準も高いという人物像の性向は見

受けられたが，性別や職種などは混成的であっ

た。血縁的紐帯については，指導者たちは多め

に保持しているようであったが，共通して大き

な血縁的クラスターに所属しているわけではな

かった。また，ギャプについても，指導者たち

は，多くのギャプに所属し，リーダーを任され

やすい一方で，同じギャプにはあまり参加しな

いといった傾向を指摘した。すなわち，マハッ

ラにおける指導者層は，一枚岩的な利害集団，

支配層であるというよりは，マハッラにおい

て，権威があり，尊敬を集めている自立的な

人々の集まりのように見えるのである。互いの

関係性という点においては，指導者たちの集ま

りは，バラバラの主体の寄せ集めであるともみ

なせる。これは，マハッラ委員会という公的な

枠組み，すなわち，上部権力によって歴史的に

形作られてきた枠組み以上に，指導者同士を結

びつける関係性は見出されないということを意

味するのだろうか。血縁やギャプといった住民

同士の共同関係は，マハッラの上部構造の組織

化の過程においては，それほどの役割を果たし

ていないということだろうか。

この問題に関しては，実は，「ネットワーク

の構造」という観点を導入すると全く異なる側

面が見えてくる。図２は，指導者たちがギャプ

を通して全体としてどのような関係で結ばれて

いるのか，間接的な結びつきを考慮に入れて図

示したものである。図２において，○は指導者

個々人を，線はギャプによる結びつきを表して

いる。上で見たように，同一のギャプにはあま

り参加しない指導者たちであったが，間接的な

結びつきまで考慮に入れると，全体としてかな

り大きなネットワークが形成されていることが

読み取れる。

ネットワークの構造の特徴について，さらに

付言すると，全体として，３主体を結んだトラ
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イド（triad）の関係がかなり高い頻度で現れて

いる。この構造は，ネットワーク論では二項制

約（dyadic constraint）とも呼ばれるが，情報や

契約履行強制（enforcement）の観点からも関係

性に安定性を与えると考えられる。その仕組は

以下の通りである。まず，A と B が同じギャ

プに属しているとする。ここで B が新たに別

のギャプに属したならば，元のギャプの安定性

は低下する。なぜなら，元のギャプの利益に反

する B の行動について，A は把握するのが難

しくなるからである。しかし，ここで C とい

う人がいて，C は元のギャプと新たなギャプの

両方に所属していた場合は事情が異なってく

る。C がモニターとしての役割を果たし，B の

元のギャプの利益に反する行動について監視し

てくれるからである。このようなトライドの傾

向について，より厳密に検証するために，図２

の指導者層のギャプ・ネットワークに ERGMs

（Exponential Random Graph Models）を適用

し，パラメータを MCMC（Markov Chain Monte

Carlo）推計した結果が表５である。手法の詳細

は Hiwatari（２０１０）において説明されている

が６），ここでトライアド（Transitive Triads）や

交互 k-トライアングル（Alternating k-triangles）

の係数が統計的に有意となっていることは，

ギャプを形成する要因となる他の変数（性別が

同じ，年齢が近い，賃金水準が近い，人気者同

士，等）の影響を制御したうえでも，やはりト

ライドの傾向が見出されるということを意味す

る。このようにネットワークの構造という視点

を導入することによって，指導者たちは決して

バラバラの寄せ集めではなく，互いの関係性

は，やはり日常の共同関係を基盤とした結びつ

きによって何らかの形で構造化されていること

が示唆されるのである。

６）Hiwatari（２０１０）,“A Network Structure of RO-
SCAs: ERGMs Applied to a Leaders’Network
in Rural Uzbekistan”は，http://eprints.lib.ho-
kudai.ac.jp/dspace/handle/２１１５/４２７３７からダウ
ンロード可能である。

図２ オフトバチェク・マハッラにおける指導者層のギャプ・ネットワーク
（１モード・ネットワークによる表現）

（出典） Hiwatari（2010, Fig. 1）
（注） 線はギャプによる結びつきを示す。数字は委員 No を示す。

A－ケンガシ，B－マスラハチ，C－その他委員を示す。
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以上，本節においては，血縁やギャプといっ

た共同関係の観点から，マハッラの上部構造，

具体的には，指導者層の関係性がどのように把

握されるのかを検討した。指導者各個人の属性

を検討する限りにおいては，指導者層は，一枚

岩的な利害集団，支配層であるというよりは，

マハッラにおいて，権威があり，尊敬を集めて

いる自立的な人々の集まりであることが見出さ

れた。しかし，さらにネットワーク全体の構造

の視点から指導者層の関係を再検討すると，新

たな指導者層同士の関係性の側面が見えてき

た。本稿では，足がかりとして，トライドとい

う非常に単純な関係に着目したのみであるが，

そうしたネットワークの構造が全体の結束に安

定性を与えているのではないかという点を指摘

した。

� おわりに

本稿は，日本の伝統的な村落社会を特徴付け

る「自治村落」との比較の視座から，ウズベキス

タンにおける地縁共同体「マハッラ」の性格を考

察してきた。マハッラや，それに対峙する上部

権力の統治・介入の歴史的経緯，また，現在に

おけるマハッラ内部の実態を示すことによっ

て，様々な面で両者が類似性や比較対照となる

点を持ち得ることを指摘してきた。

最後に，今一度，日本の村落社会との比較の

視座から，ウズベキスタンのマハッラの特徴に

ついて述べておきたい。第�節において扱った

調査地のマハッラにおける血縁関係や土地を媒

介にした社会関係，あるいは，慣習的な共同関

係のありかたなどは，第 II 節の議論の中では

鹿児島地方の農村社会に近い諸条件を提供する

ものであったと思われる。しかし，鹿児島地方

変数 指導者層のギャプ・ネットワーク（N＝４５）

モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

収束 t 値 パラメータ推計値 収束 t 値 パラメータ推計値 収束 t 値 パラメータ推計値

（S.E.） （S.E.） （S.E.）

トライアド －０．１１５ １．１３２０（０．１５５９）* －０．１３３ １．１３２３（０．１７４１）* ０．１０３ １．１４９５（０．１６５１）*

２-スター －０．１２５ ０．１６２９（０．１８１８） －０．１３３ ０．１５７０（０．１７３７） ０．０８４ ０．１３８０（０．１８６０）

３-スター －０．１２５ －０．１０３０（０．０５８５） －０．１１２ －０．１００４（０．０５５７） ０．０９０ －０．１００１（０．０５７３）

同一の性別 －０．０９４ １．６７８８（０．５６３１）* －０．１２５ １．６４９５（０．５４２０）* －０．０９７ １．６１２２（０．５６８７）*

同一の役職 －０．０６６ －０．５６７５（０．３４９０） －０．０８５ －０．５８０６（０．３５０５） ０．００８ －０．５９７２（０．３５３１）

年齢の近さ ０．０１４ ５．３６９８（１．４３２７）* －０．０６０ ５．３５５５（１．４２９２）* ０．１６２ ５．３７７２（１．３７４６）*

賃金水準 － － － － ０．０８２ ０．０２５９（０．０９２４）

賃金水準の近さ － － －０．２７２ ０．３２７３（０．５８７４） －０．００６ －０．０１８２（０．６６６２）

教育水準の近さ － － － － －０．１１２ ０．７５０５（０．５９７３）

モデルⅣ モデルⅤ モデルⅥ

収束 t 値 パラメータ推計値 収束 t 値 パラメータ推計値 収束 t 値 パラメータ推計値

（S.E.） （S.E.） （S.E.）

交互 k-スター，λ＝３ ０．０１４ －０．６４８１（０．１３５０）* －０．００１ －０．６６０９（０．１３０３）* －０．００７ －０．６７２０（０．１５３１）*

交互 k-トライアングル，λ＝３ ０．０５０ １．３０９８（０．１７６０）* ０．０５４ １．３１２１（０．１６５０）* －０．０５５ １．３０６２（０．１７７３）*

同一の性別 －０．０２１ １．２２９０（０．４９６７）* ０．０１１ １．２３５７（０．５０１４）* －０．０３４ １．２９５１（０．５００２）*

同一の役職 ０．０３２ －０．５２８５（０．３３６４） ０．０８８ －０．４９０５（０．３４００） －０．０８０ －０．６０４４（０．３５００）

年齢の近さ ０．１０９ ４．５４７８（１．２７２９）* ０．０５９ ４．７１７７（１．１８８１）* －０．１０３ ４．６６７４（１．２０７５）*

賃金水準 － － ０．０７８ ０．０５３５（０．０８０６） ０．０１９ －０．００９８（０．０８３６）

賃金水準の近さ － － －０．２４８ －０．１６３７（０．４９１１） －０．０２０ －０．６２３７（０．５９２１）

教育水準の近さ － － － － ０．０９８ ０．９２８６（０．４６６３）

表５ ギャプ・ネットワークに関するMCMC推計値

*��０．０５
（出典） Hiwatari（２０１０, Table２）
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の農村社会においては，それが，自治村落的な

「村」が弱い，あるいは「村」が未成立といった状

況に結びついた一方で，ウズベキスタンの，少

なくとも調査地におけるマハッラ委員会とそれ

を構成するメンバーは，マハッラにおいて，強

い求心力，権限を，実質的に保持し得ているよ

うに思われた。この違いを説明するものは，や

はり村落内部の社会関係，共同関係の組織化の

「構造」にあるのではなかろうか。

マハッラ委員会の起源はソヴィエト時代初期

に遡ることができるのであり，現在まで引き継

がれたその形態の多くの部分は，確かに，上部

権力の介入政策の歴史的経緯に依存するといえ

るだろう。しかし，単なる地方行政制度として

の枠組みにとどまらず，何がそこに実質的な権

限を与えているのかという点を考えるならば，

日頃の共同関係を基盤とした社会関係の構造を

見る必要が出てくると思われる。さらに付言す

れば，血縁やギャプなどに象徴される共同関係

は，決して一夜にして形成されるものではな

く，親族集団の伝統的なありかたやその他の慣

習に起源を持ち，様々な社会的，経済的条件を

受け入れながら発達してきたことを考えると，

十分に歴史性，地域性を持った概念である。そ

の意味で，これらの諸要素に注目することは，

国際比較研究にとっても有意義であると思われ

る。

本稿に関連する研究としての筆者の今後の課

題について触れておく。第一に，第 V 節で見

たような指導者層のネットワーク構造が個別の

政策によってどのような影響を受けているのか

を分析することである。第二に，分析をマハッ

ラ全体のネットワークに広げることである。こ

れらを通して，上部権力が村落の性格を規定す

るメカニズムについても，さらに具体的な分析

が可能となるだろう。
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